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令和３年門審第２２号 

             裁    決 

貨物船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    海技免許 五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

          

 本件について，当海難審判所は，理事官田之上輝美出席のうえ審理し，

次のとおり裁決する。 

 

             主    文 

  

受審人ｂの五級海技士（航海）の業務を１箇月停止する。 

受審人ａを戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年３月２６日１１時０５分僅か前 

福岡県苅田港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ         貨物船Ｂ 
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総 ト ン 数 ７４９トン        １９９トン 

 全   長 ６９.５１メートル     ５６.０８メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関      ディーゼル機関 

   出   力 １,１７６キロワット    ７３５キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは，平成７年６月に進水した船尾船橋型の鋼製セメント運搬船で，

操舵室前部中央に操舵スタンドを，同室前部右舷側に機関遠隔操縦装

置を，同室前部左舷側にレーダー２台をそれぞれ備え，ａ受審人ほか

５人が乗り組み，空倉のまま，船首１.４メートル船尾３.１メートル

の喫水をもって，令和２年３月２５日１４時１０分阪神港尼崎西宮芦

屋区を発し，苅田港に向かった。 

ａ受審人は，翌２６日１０時２０分苅田港東方沖合で昇橋し，次席

一等航海士から船橋当直を引き継ぎ，自らは操船に当たって苅田港に

入航し，機関長を機関遠隔操作に，一等航海士を含む２人を船首配置

に，次席一等航海士を含む２人を船尾配置にそれぞれ就け，目的の岸

壁に着岸するために同港を西行した。 

ａ受審人は，レーダー２台を作動させ，手動操舵によって航行し，

１１時０２分僅か前右舷船首方６２０メートル付近にＢを視認し， 

１１時０３分半少し前苅田港北防波堤灯台から２５４.５度（真方位，

以下同じ。）１.０２海里の地点で，船首が２７９度を向き，３.６ノ

ットの速力（対地速力，以下同じ。）となったとき，機関を中立運転

とし，前進惰力で進行した。 

ａ受審人は，１１時０３分半少し過ぎ苅田港北防波堤灯台から  

２５５度１.０３海里の地点に達し，船首が２８２度を向き，３.４ノ

ットの速力となったとき，Ｂが左舷船首２度２７０メートルのところ

となり，同船がそのままの針路で航行すれば，右舷を対して約１００
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メートル隔てて無難に航過する態勢であったところ，Ｂが自船の前路

に向けて右転を開始し，新たな衝突の危険を生じさせたが，Ｂが自船

の着岸を待ってくれているものと思い，同船に対する動静監視を十分

に行わなかったので，この状況に気付かず，警告信号を行うことも，

速やかに停止するなど，衝突を避けるための措置をとることもなく続

航した。 

  こうして，ａ受審人は，着岸のため右舷錨を投入し，１１時０４分

僅か前苅田港北防波堤灯台から２５５.５度１.０５海里の地点で，船

首が２８６度を向き，３.２ノットの速力となったとき，右回頭を開

始し，１１時０４分半左舷船首至近に迫ったＢを認めたものの，どう

することもできず，１１時０５分僅か前苅田港北防波堤灯台から  

２５６度１.０９海里の地点において，Ａは，右回頭中，船首が  

３０２度を向き，２.３ノットの速力となったとき，その左舷船尾部

にＢの左舷船尾が前方から３１度の角度で衝突した。 

  当時，天候は曇りで風力３の東北東風が吹き，潮候は下げ潮の初期

にあたり，視界は良好であった。 

  また，Ｂは，平成１７年１月に進水した船尾船橋型の鋼製貨物船で，

操舵室前部中央に操舵スタンドを，同室前部左舷側にレーダー２台，

ＧＰＳプロッター及び機関遠隔操縦装置をそれぞれ備え，ｂ受審人ほ

か３人が乗り組み，空倉のまま，船首１.５メートル船尾２.８メート

ルの喫水をもって，同月２６日１０時５５分苅田港を発し，山口県小

野田港に向かった。 

ｂ受審人は，ＧＰＳプロッター及び１.５海里レンジとしたレーダ

ー１台を作動させ，一等航海士及び二等航海士を船首配置に，機関長

を船尾配置にそれぞれ就け，自らは操舵スタンド後方に立って操船に

当たり，１１時０３分苅田港北防波堤灯台から２５８度１.２２海里
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の地点で，右舷船首方４３０メートル付近にＡを視認し，針路を  

０７８度に定め，４.５ノットの速力で，手動操舵によって進行した。 

  ｂ受審人は，１１時０３分半少し過ぎ苅田港北防波堤灯台から  

２５８度１.１７海里の地点に達したとき，Ａが右舷船首２２度  

２７０メートルのところとなり，右舷を対して無難に航過する態勢の

同船の前路に向けて右転を開始すると，新たな衝突の危険を生じさせ

る状況であったが，Ａが自船の出航を待ってくれているものと思い，

Ａに対する動静監視を十分に行わなかったので，この状況に気付かず，

港口に向けて右転を開始した。 

 こうして，ｂ受審人は，１１時０５分少し前船首至近にＡを認めて

急いで左舵をとったものの，及ばず，Ｂは，右転中，船首が１５３度

を向いたとき，原速力のまま，前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果，Ａは，左舷船尾部外板等に擦過傷を生じ，Ｂは，左舷

船尾部ハンドレール等に曲損を生じたが，後にいずれも修理された。 

 

（航法の適用） 

本件は，港則法が適用される苅田港において，西行中のＡと東行中の

Ｂが衝突したものであるが，同法には本件に適用される航法規定がない

ので，一般法である海上衝突予防法が適用されることとなる。 

本件時，両船は互いに視野の内にあり，Ｂが，衝突の約１分２０秒前

に右舷を対して無難に航過する態勢のＡの前路に向けて右転を開始した

ことにより，衝突のおそれがある見合い関係が発生したもので，定型的

航法を適用するための十分な時間的及び距離的余裕があったとは認めら

れないことから，本件は，海上衝突予防法第３８条及び第３９条の船員

の常務により律するのが相当である。 
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（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は，苅田港において，東行中のＢが，動静監視不十分で，右

舷を対して無難に航過する態勢のＡの前路に向けて右転を開始し，新た

な衝突の危険を生じさせたことによって発生したが，西行中のＡが，動

静監視不十分で，警告信号を行わず，衝突を避けるための措置をとらな

かったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は，苅田港において，同港を東行中，右舷船首方にＡを認め

た場合，衝突のおそれの有無を判断できるよう，同船に対する動静監視

を十分に行うべき注意義務があった。しかるに，同人は，Ａが自船の出

航を待ってくれているものと思い，Ａに対する動静監視を十分に行わな

かった職務上の過失により，同船と右舷を対して無難に航過する態勢で

あることに気付かず，Ａの前路に向けて右転を開始し，新たな衝突の危

険を生じさせて同船との衝突を招き，Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生

じさせるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の五級海技士（航海）の業務を

１箇月停止する。 

 ａ受審人は，苅田港において，着岸のため西行中，右舷船首方にＢを

認めた場合，衝突のおそれの有無を判断できるよう，同船に対する動静

監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに，同人は，Ｂが自船

の着岸を待ってくれているものと思い，Ｂに対する動静監視を十分に行

わなかった職務上の過失により，右舷を対して無難に航過する態勢であ

った同船が自船の前路に向けて右転を開始し，新たな衝突の危険を生じ

させたことに気付かず，警告信号を行うことも，衝突を避けるための措

置をとることもなく進行してＢとの衝突を招き，Ａ及びＢ両船それぞれ

に損傷を生じさせるに至った。 
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 以上のａ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年３月２３日 

     門司地方海難審判所 

         審  判  官  前  田  昭  広 


